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長
寿
医
療
制
度 

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）の
お
知
ら
せ

（
※
１
）被
用
者
保
険
と
は
、政
府
管

掌
健
康
保
険
、
企
業
の
健
康
保
険

組
合
に
よ
る
健
康
保
険
、
船
員
保

険
、
公
務
員
の
共
済
組
合
な
ど
の

こ
と
を
い
い
、
市
町
国
民
健
康
保

険
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
は
含

ま
れ
ま
せ
ん
。

三重県後期高齢者医療広域連合事業課　℡（０５９）２２１・６８８３、６８８４

　　　　　　　　　川越町役場福祉課　℡３６６・７１１６

平成20年8月1日から
７５歳以上の方と、６５歳以上で一定の障がい があり制度に加入されている方は

問い合わせ先

7月下旬頃に新しい保険証（薄い緑色）を送付します。

8月から必ず新しい保険証で診療を受けてください。

保
険
証
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
８
月
１
日
か
ら
保
険
証

（
被
保
険
者
証
）
が
変
わ
り
ま
す
。

（
19
年
中
の
所
得
等
を
基
礎
と
し
て

自
己
負
担
割
合
を
算
定
し
ま
す
）
平

成
20
年
７
月
下
旬
頃
に
新
し
い
保
険

証
（
薄
い
緑
色
）
を
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
配
達
記
録
郵
便
で

送
付
し
ま
す
。

　

現
在
、
ご
使
用
い
た
だ
い
て
い
る

保
険
証
（
薄
い
エ
ン
ジ
色
）
は
平
成

20
年
７
月
31
日
ま
で
の
有
効
期
限
と

な
っ
て
い
ま
す
。
８
月
か
ら
必
ず
新

し
い
保
険
証
で
診
療
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　世帯全員が住民税非課税である
場合、入院された場合等に自己負
担額が減額される、後期高齢者医
療の「限度額適用・標準負担額減
額認定証」の交付が受けられます。
　該当すると思われる方は、川越
町役場福祉課にお申し出ください。

保
険
料
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　

入
す
る
前
日
に
被
用
者
保
険

　

（
※
１
）
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た　

方
に
対
す
る
軽
減

保険料 ＝ 被保険者均等割額 ＋ 所得割額

被保険者均等割額　＝　３６,７５８円 ※2

＝ ｛平成１９年中の総所得金額 ― 基礎控除額（３３万円）｝×所得割率 （６.７９％） ※2

※2…平成２０年度及び平成２１年度の保険料率（原則、県内均一です）

　後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し、賦課を行
います。
　８月中旬頃に保険料額及び納付方法の通知を川越町役場から送付します。

所得割額

保険料について
保険料額は被保険者均等割額及び所得割額の合計額となります。

◆
低
所
得
世
帯
に
属
す
る

　

方
に
対
す
る
軽
減

　

被
保
険
者
、
同
一
世
帯
の
世
帯
主

及
び
同
一
世
帯
に
属
す
る
他
の
被
保

険
者
の
所
得
の
合
算
額
の
状
況
に
よ

り
、
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減
措

置
が
あ
り
、
該
当
の
方
に
は
軽
減
措

置
を
行
っ
た
後
の
額
を
通
知
し
ま
す
。

　

災
害
に
遭
わ
れ
た
場
合
や
生
活
困

窮
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
著
し
く

困
難
な
方
（
概
ね
生
活
保
護
基
準
に

準
じ
る
程
度
の
場
合
）
は
、
申
請
を

行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
保

険
料
の
減
免
や
徴
収
猶
予
の
措
置
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

（
川
越
町
役
場
福
祉
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
）

保
険
料
の
減
免
、

徴
収
猶
予
に
つ
い
て

　

資
格
取
得
時
か
ら
２
年
間
に
わ
た
り
、

被
保
険
者
均
等
割
額
を
５
割
軽
減
し
、

所
得
割
は
賦
課
し
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
平
成
20
年
度
は
時
限
措

置
と
し
て
、
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の

保
険
料
は
無
料
と
な
り
、
10
月
か
ら

平
成
21
年
３
月
ま
で
の
保
険
料
額
は

被
保
険
者
均
等
割
額
を
９
割
軽
減
し

た
額
と
な
り
ま
す
。

　

該
当
の
方
に
は
軽
減
措
置
を
行
っ

た
後
の
保
険
料
額
を
通
知
し
ま
す
が
、

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

方
で
軽
減
措
置
が
行
わ
れ
て
れ
て
い

な
い
場
合
は
、
お
手
数
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
川
越
町
役
場
福
祉
課
に
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

《お知らせ》

保険証（被保険者証）が変わります！


